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景観計画の変更における都市計画審議会への意見聴取について 

 景観法（平成 16 年法律第 110 号）においては、都市計画で定める内容との整合性

の確保の観点から景観行政団体の判断が適切になされるよう、都市計画区域又は準都

市計画区域に係る部分について、景観計画の策定又は変更しようとするときは、あら

かじめ、都市計画審議会の意見を聴かなければならないこととしている。 

 景観計画の変更における意見聴取の方法については、過去の審議状況を踏まえ支障

がないと考えられる場合に、地域の実情に応じた方法で行うことが可能である旨、地

方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基づく技術的助言と

して通知する。 


